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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤゴム内の車両タイヤ肩部領域に埋設された、少なくとも１つの温度センサ（２２
；３２）によりタイヤ温度を測定することによって、車両タイヤの駆動を管理する方法で
あって、
　前記温度センサの出力信号が解析装置（２６）に送られ、この解析装置（２６）におい
て、温度センサ（２２；３２）の出力信号ないし当該出力信号の時間に関する関数が積分
されることで、当該出力信号が当該当該出力信号の大きさ、および／または当該出力信号
の時間的推移に関して解析され、前記温度センサ（２２；３２）によって検出された温度
値が所定の温度値を超える場合にのみ、前記出力信号ないし当該記出力信号に基づく温度
値が積分され、前記積分値が予め設定された所定の値を超える場合に、当該積分値が記憶
され消耗信号が出力されることを特徴とする車両タイヤの駆動管理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両タイヤの駆動管理方法であって、
　更に、予め設定された走行条件において前記車両タイヤの温度が所定値を超えた場合に
、前記車両タイヤの空気圧が上昇されることを特徴とする車両タイヤの駆動管理方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車両タイヤの駆動管理方法であって、
　前記少なくとも１つの温度センサ（２２；３２）は、温度依存式抵抗、温度依存式コン
デンサ、温度依存式インダクタンスを含むグループから選択されることを特徴とする車両
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タイヤの駆動管理方法。
【請求項４】
　車両タイヤの駆動信頼性を管理する車両タイヤの駆動管理システムであって、
　タイヤゴム（１１）内の車両タイヤ肩部領域に埋設された、少なくとも１つの温度セン
サ（２２；３２）を有する車両タイヤと、
　前記温度センサ（２２；３２）の出力信号を送る移送手段（２４；３４,４４,４６,５
０,５２）と、
　送られた前記出力信号を受けて、前記出力信号ないし当該出力信号の時間に関する関数
を積分することで、当該出力信号の大きさ、および／または当該出力信号の大きさと継続
時間とを解析し、前記温度センサ（２２；３２）によって検出された温度値が所定の温度
値を超える場合にのみ、前記出力信号ないし当該出力信号に基づく温度値を積分し、前記
積分値を記憶する解析装置（２６）とを有し、
　前記解析装置は、記憶された前記積分値が予め設定された所定値を超えた場合に警告信
号を発することを特徴とする車両タイヤの駆動管理システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の車両タイヤの駆動管理システムであって、
　前記解析装置（２６）は、予め設定された走行条件において前記車両タイヤの温度が所
定値を超えた場合に、前記車両タイヤの空気圧を上昇させることを特徴とする車両タイヤ
の駆動管理システム。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の車両タイヤの駆動管理システムであって、
　前記少なくとも１つの温度センサ（２２；３２）は、温度依存式抵抗、温度依存式コン
デンサ、温度依存式インダクタンスを含むグループから選択されることを特徴とする車両
タイヤの駆動管理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、車両タイヤの温度測定方法および温度測定システムに関する。さらに本発明
は、車両タイヤの駆動管理方法に関する。また本発明は、車両タイヤおよび車両タイヤに
おける温度センサの設置方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　車両のタイヤは駆動時（走行時）に消耗していく。ガス、光、流体ならびに機械的負荷
といった外的影響因子とともに、タイヤの空気圧、すなわちタイヤ内部の圧力が車両タイ
ヤの寿命にとって重要な意味を持つ。とりわけ空気圧の低下は車両タイヤに対して過剰な
負荷を及ぼし、タイヤ温度、特にタイヤの肩部（すなわち走行面と側面との境界部）の温
度が上昇する。タイヤ温度の上昇により、単にタイヤゴムを損傷するのみならず、タイヤ
のカーカスと、帯部等のタイヤ構成要素との結合を阻害する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　車両タイヤの肩部の温度を検知することで、タイヤの状態ないし潜在的な損傷について
予見することが可能となる見地より、本発明では、車両タイヤの温度測定、特に車両タイ
ヤのタイヤゴムの温度の直接的な測定のための技術を提供することを目的とする。さらに
、特に車両タイヤの消耗を監視するのに有用な車両タイヤ駆動管理方法を提供することを
目的とする。さらに駆動時の安全管理が可能な車両タイヤを提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決する方法として請求項１から６までに記載の発明が構成される。これら
に記載の発明では、車両タイヤに埋設された温度センサによって与えられる出力信号が、
非接触式ないし間接的な接触により解析装置に送られることとなる。
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【０００５】
　車両タイヤの駆動管理に関する上記課題については、請求項１から３までの発明によっ
て解決される。
【０００６】
　請求項４から６までに記載の発明は、車両タイヤ管理システムの基本構成に関する。
【０００７】
　本発明は、以下の記載ならびに図面において例示的に詳説される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　図１は、本実施の形態に係るラジアル構造の車両タイヤ（以下、単にタイヤとも称呼す
る）の断面を示す。このタイヤにはカーカス４が設けられている。カーカス４は、タイヤ
の骨格を構成する要素であり、例えば径方向に延びるレーヨン繊維で形成された二つの層
を組み合わせてなり、環状部６における径方向内側に端部を有するよう構成される。環状
部６の安定化のため、径方向内側の端部領域にコア８が設定される。「コア」は例えばビ
ードワイヤ等によって構成される。カーカス４の径方向外側領域には帯部１０が設けられ
る。帯部１０は、例えば、金属繊維で形成された二つの交差する層、およびナイロン繊維
で形成された二つの環状の層とで構成され、ブレーカとも称呼される。カーカス４ないし
帯部１０の上方にはゴム層１１が加硫されており、当該ゴム層１１の径方向外側領域は走
行部（トレッドとも称呼される）１２を構成し、側面領域は比較的薄い側面部１４を構成
する。
【０００９】
　環状部６は、肩部１６においてリム１８に連接される。リム１８は、便宜上図示しない
ホイールに連結される。車両タイヤは、エアシールされた構成とされ、リム１８に設けら
れたエアバルブ２０を通じて圧縮空気がタイヤ内部に充填可能とされている。
【００１０】
　なお車両タイヤの構成自体は公知のものであり、更なる詳細な説明は省略する。当該車
両タイヤの構成は例示的なものであり、本発明は他の態様のタイヤに対しても好適に適用
することができる。
【００１１】
　車両タイヤの負荷（ないし消耗度）は、比較的硬い走行面領域と比較的しなやかな側壁
部の境界領域において高くなり易い。空気圧が低下し、あるいは継続的な衝撃力等といっ
た車両タイヤに対する比較的大きな変形力が作用する場合、路面上での車両タイヤの転動
に際して変形が生じ、これによって当該車両タイヤが加熱されることとなる。かかる加熱
はゴム材料を劣化させ、ゴムと帯部１０ないしカーカス４の剥離を生じ得る。
【００１２】
　本発明では、車両タイヤの肩部１６におけるゴム層１１に、少なくとも一つの温度セン
サユニット２２が配設されている。この肩部１６、ないし走行部１２と側面部１４との間
の境界領域は、本発明において温度センサが配置される「車両タイヤの境界部」に対応し
ている。換言すれば、本発明における温度センサが配置される「車両タイヤの境界部」と
して、「車両タイヤの肩部」あるいは「車両タイヤの走行部と側面部の境界領域」などが
構成可能である。
【００１３】
　本実施の形態に係る温度センサユニット２２は、トランスポンダを介して一体化された
温度センサエレメントを有するよう構成される。温度センサエレメントは、例えば温度依
存式抵抗（サーミスタ）、温度依存式コンデンサ、温度依存式インダクタンスなど、温度
に基づいて物性値が変化する要素によって構成され、トランスポンダによって発せられた
信号の周波数を適宜変化し、あるいは当該トランスポンダによって発せられた信号の他の
特性値の大きさを適宜変化することが可能である。温度センサエレメントは、トランスポ
ンダの基部等に直接に一体化することが可能である。
【００１４】
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　車両側に設けられた送受信装置２４は、解析装置２６に接続されるとともに、温度セン
サユニット（ないしトランスポンダ）２２との間での双方向性のデータ交換および駆動エ
ネルギー供給に供される。トランスポンダ自体の構造および機能は公知のものであり、詳
細な説明は便宜上省略する。
【００１５】
　図１に示される本実施の形態の作用は下記の通りである。送受信装置２４によって送ら
れる適宜の周波数を介して温度センサユニット２２のトランスポンダ（車両タイヤの各側
部につき、トランスポンダが肩部領域に配置される）がオン状態とされる。トランスポン
ダは、その内部の温度に関する情報信号を送信する。この信号は、送受信装置２４によっ
て受信され、解析装置２６に送られる。解析装置２６は、メモリを含むマイクロプロセッ
サ、演算部、表示部等を有し、トランスポンダから送られた温度信号を各トランスポンダ
毎に区分して解析する。臨界温度を超えることで警告信号が発せられる。更に駆動時の温
度データを蓄積し、時間的な経緯において解析することも可能である。車両タイヤの消耗
の度合いが大きくなると当該車両タイヤの温度が上昇するようになるため、上記手法によ
り車両タイヤの消耗の程度を解析することが可能となり、車両タイヤが危険な状態となる
に至るまでの消耗の度合いを確実に予見することが可能となる。本発明に係るシステムに
よって得られた解析結果は、従来の空気圧調整装置よりも更に確実性を増したものとなる
。
【００１６】
　温度センサユニット２２を構成する温度センサエレメントないしトランスポンダは、車
両タイヤの製造の際にゴム層１１に埋設される。本発明の趣旨より、車両タイヤに一つの
トランスポンダのみ、あるいは複数のトランスポンダを配置することが可能である。前者
の場合にはタイヤの片側の肩部に、後者の場合には両側の肩部に埋設するのが好ましい。
【００１７】
　トランスポンダと送受信装置２４との間のデータは一方向性の状態で授受することが可
能である。すなわちトランスポンダが常時、あるいは所定の時間にデータを送るよう構成
し、送受信装置は単にトランスポンダをオン状態とするだけの構成とすることができる。
【００１８】
　図２では、温度センサユニット３０の他の実施形態が示される。この図２に示す変更形
態では、車両タイヤにおいてトランスポンダ３４から離間された温度センサエレメント３
２が構成される。温度センサエレメント３２は、例えば、車両タイヤのゴム層のうちの肩
部領域において、互いにタイヤ周面方向に離間して埋設され、さらにゴム層に埋設された
導電線３６に接続された感熱抵抗等によって構成することが可能である。導電線３６は、
例えば、カーカス４の近傍にて、ゴム層の側面部１４に一体状に配置し、トランスポンダ
３４および温度センサエレメント３２に接続することが可能である。トランスポンダ３４
は、車両タイヤ製造時における高熱を回避するべく、車両タイヤの加硫後に環状部の周方
向内側領域における側面部に埋設するのが好ましい。図２では、トランスポンダ３４をオ
ン状態とするための信号受信に供される受信アンテナ３８、および温度センサエレメント
３２の測定値の解析や、送信アンテナ４２によって送信される信号のデータコンバートに
供されるマイクロプロセッサ４０が示される。あるいは送受信アンテナを、トランスポン
ダ３４から離間した状態で、例えば車両タイヤの側壁部に近接して一体状に構成してもよ
い。
【００１９】
　図２に示すように、タイヤ肩部において複数の温度センサエレメント３２を直列状に埋
設して通電チェックを行うことも可能である。
【００２０】
　図３では、トランスポンダを利用しないタイヤ一体式の構成態様が示される。図３に示
すように、温度センサエレメント３２は車両タイヤの肩部領域に一体化され、ゴム層１１
に一体化された導電線を通じて、環状部６領域に配置された当接部４４と接続される。車
両タイヤに配された当接部４４は、リム１８に設けられた当接部４６と電気的に接続され
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る。リム１８に配された当接部４６は、リムおよび特に図示しないホイールに配された誘
導部を通じて当接リング５０に接続される。この当接リング５０は車両に配された摺接部
５２と電気的に接続されるとともに、当該摺接部５２の導電線５４を介して解析装置２６
に接続される。なお車輪の回転軸が一点鎖線Ａにて示されている。
【００２１】
　上記図３に示すように機械的な当接部を介して作動する実施形態については、各種の変
更が可能である。車両タイヤの周面に多数の温度センサエレメント３２を配置することが
可能である。また温度センサエレメント３２はコンデンサ等で構成することも可能である
。車輪と車両との間のデータ転送は、摺接式ではなく、誘導電流や光学的手段を用いて行
うことが可能である。
【００２２】
　本発明に係る温度測定技術に関し、比較的短期的なタイヤ状態管理が可能である。この
場合には所定の温度を超えることにより警告信号が発せられるよう構成される。また比較
的長期的なタイヤ状態管理も可能である。この場合には時間の経過に伴う車両タイヤの熱
負荷等が確認でき、例えば温度の時間積分を解析することが可能となる。この場合の時間
積分値はタイヤの消耗度合いの総和と等価となるものであり、車両自体において、あるい
は整備工場等においてチェック可能である。車両タイヤの品質を監視するべく、例えば、
タイヤの空気圧や負荷に関連してタイヤ肩部の温度が測定可能である。車両自体において
チェックする場合には、たとえば解析装置を車載コンピュータに組み込むことが好ましい
。この場合、例えば車両タイヤが走行時間において許容時間を超えて空気圧が低下し、タ
イヤに損傷をきたすような場合に、タイヤの高温警告表示や空気圧警告表示および／また
は他の警告を発するよう構成することが可能である。
【００２３】
　図４では、温度センサエレメント３２によって得られた温度の時間的推移が示される。
図４に示すグラフの横軸は時間ｔを示し、縦軸は温度Ｔを示す。車両停止時には、タイヤ
温度は周辺温度程度まで低下する。一方、車両が走行することでタイヤ肩部が温められて
、温度は下限基準値Ｔ１に達する。タイヤの空気圧、車速、車両負荷、傾斜度などに基づ
く曲線状の温度の時間的推移が示される。解析装置２６の解析部は、温度が下限基準値Ｔ
１を越える毎に、当該時間曲線について時間に関する積分を逐次行い、下限基準値Ｔ１を
越える状態が所定の時間継続することに基づいて車両タイヤの消耗が促進されるものと判
断する。典型的には、車両タイヤの下限基準値Ｔ１は摂氏６０度から８０度の間程度とさ
れる。車両タイヤが消耗していく度合いは、車両タイヤの温度上昇と相関関係にあるため
、例えばｆ（Ｔ）＝ａ（Ｔ×Ｔ）＋ｂＴといった関数ｆ（Ｔ）を設定することが可能であ
る。この場合、ａおよびｂは車両タイヤに固有の定数として規定され、関数ｆ（Ｔ）は積
分が可能である。かかる温度推移により車両タイヤの消耗履歴が構築可能である。すなわ
ち下限基準値Ｔ１を越える温度が時間経過とともに車両タイヤの消耗に関与する。車両タ
イヤに関する曲線の積分値が所定値を超える場合、車両タイヤの消耗が進行している蓋然
性があり、この場合にはタイヤ交換が必要とされる。特に図示しないものの、解析装置２
６からは、対応する出力信号が出力される。温度に関係する車両タイヤ消耗の度合いを表
す関数ｆ（Ｔ）は経験則的に解析されてもよい。
【００２４】
　図４では、上限の温度基準値がＴ２として示される。タイヤの温度が当該上限基準値Ｔ
２を所定の時間（短時間）超えた場合には、タイヤ不良信号が直接的に出力される。タイ
ヤ温度が上限基準値Ｔ２を上回ることは、車両タイヤの損傷、例えばカーカス４ないし帯
部の解離に直結している。本実施の形態では、下限基準値Ｔ１と上限基準値Ｔ２との間に
おいて空気圧低下に関する警告が発せられる。
【００２５】
　上記方法および上記システムは各種の変更形態が採用可能である。例えば、解析装置２
６の一つの入力部に一つの信号が送られるよう構成することが可能である。これにより車
両走行中においては、温度センサの入力信号のみを解析装置が解析するよう構成すること
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が可能である。また積分値をメモリに格納しておくことにより、エンジン停止後にも保持
可能に構成したり、あるいは事後的に点検ステーションにおいて解析が可能となるように
構成することが可能である。
【００２６】
　一つの変更例に係る実施形態として、車両タイヤに組み込まれたＩＣチップによって積
分値を直接的に得る構成が可能である。算出された積分値は、上限基準値Ｔ２以上の上昇
に関するデータとともに共通領域で処理され、これによって車両タイヤが損傷しているか
否かを判断するよう構成するのが好ましい。さらに図４に示す曲線をデジタルデータとし
て記憶することも可能である。
【００２７】
　車載コンピュータにおける解析が遂行され、車両タイヤの消耗が記憶され、かくして車
両タイヤの交換が行われた際には、これらのメモリ値は初期化されることとなる。
【００２８】
　タイヤ空気圧に関し、走行時に設定された温度低下を帰結しない場合、車両の過負荷な
いし他の問題を示唆するものである。
【００２９】
　本発明に係る車両タイヤの温度センサは、解析装置とともに各種の機能を奏することが
可能である。すなわち
（１）　高温状態の車両タイヤを冷却するためのファンの作動、
（２）　許容されない高温に際してのエンジン停止、
（３）　温度および走行状態に関するタイヤ圧調整を介してのタイヤ特性値の最適化、
（４）　（短期的にはパンクの防止、長期的には消耗および変質防止のための）タイヤ交
換の表示、
（５）　各走行負荷、走行速度に関しての平均温度、平均空気圧といったタイヤ特性値の
記憶、などである。最後の項目に関し、タイヤ特性値が読み出し可能なメモリに格納され
るとともに、格納された特性値の読み出しを介して、車両タイヤの管理および調整が直接
的に遂行可能となる。
【００３０】
　簡略化された実施形態ないし当該実施形態に用いられた電気的構成に関し、温度センサ
を省略し、場合によっては読み出し可能かつ製造者側でプログラムされた記憶装置のみを
タイヤに配置し、例えば許容最高速度、タイヤ空気圧、製造年月日、あるいは必要に応じ
てタイヤ消耗状態といった記憶データを記憶するとともに、車載ディスプレイや携帯タイ
プのものに表示することが可能である。タイヤ空気圧の監視を行わない記憶装置であって
も、従来のタイヤに対し格段の有用性を奏することになる。
【００３１】
　図５では、本発明の更なる変更例に関し、図１よりも詳細なタイヤ構造が示される。走
行部１２は側面部１４とは異なるゴム層で形成されている。また帯部１０およびカーカス
４は、ともに二重構造とされている。カーカス内には、中心部５８の外側にキャップ部５
６が設けられる。
【００３２】
　車両タイヤの径方向端部領域では、側面部１４が環状部上を延在し、コア８ａ、コア断
面８ｂ、コア基部８ｃからなるコア領域の外部側を覆っている。
【００３３】
　この変更例における温度センサエレメント３２（図２）ないし温度センサユニット２２
が配置される領域が符号６０で示される。温度センサは帯部の層状部の側部に隣接して配
置される。例えば加硫に先立って、カーカスに隣接して、あるいは帯部の間に配置してお
く。温度センサを当該配置領域６０に配することで、車両タイヤの温度が直接的に測定可
能となる。当該配置領域６０では、車両タイヤが最高温度に達し易く、機能的有用性が損
なわれ易い。温度センサを、領域６０の中心部５８側に後付け的に配置することも可能で
ある。
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【００３４】
　図５に示す態様では、温度信号を受信し、解析装置２６に接続され、更なる入力部６２
を有し、例えば車両の速度や負荷等に対応した信号を受信する送受信装置が示される。
【００３５】
　解析装置２６においては、車両の速度、負荷および継続時間、さらには外気温、路面湿
度等といった車両タイヤ温度に関する影響因子が適宜記憶保持される。解析装置２６は二
つの出力部６４，６６を有する。このうち出力部６４は、車両タイヤ温度が所定値から逸
脱した場合に警告信号を発する。出力部６６では、車両タイヤ空気圧操作装置６８の操作
信号が発せられる。この空気圧操作装置６８は、例えば空気の流入ないし流出によって空
気圧を可変とする一般的な装置が適宜用いられ得る。走行中に動作可能な空気圧変更手段
としては、リムとホイールの間に設けられた回転体を介してタイヤの内部空間に接続され
る車載ポンプを用いることができる。この場合、電気的に操作可能なエアバルを採用する
のが好ましい。本形態では、基準値を超えた温度により空気圧が高められ、基準値を下回
る温度により空気圧が減じられるよう構成される。かくして車両のタイヤ空気圧が適宜調
整され、タイヤの特性値を最適なものとすることが可能となる。図５に示すシステムでは
合計４つの入出力チャンネルが設定され、各タイヤの空気圧についてタイヤ温度の監視な
いし管理を通じて操作される。さらに図５に示す形態を、図１、２あるいは３に示す温度
管理装置に適用することが可能である。温度センサの配置場所としては、カーカスおよび
／または帯部近傍のタイヤ肩部領域におけるタイヤゴムが最も好適である。温度センサな
いしタイヤ数値を記憶格納したデータ記憶手段は、タイヤ肩部の内側ないし走行面に接着
ないし加硫によっては位置されてもよい。
【００３６】
　図６では、車両タイヤへの温度センサエレメント３２の付設方法が示される。
【００３７】
　図６（ａ）では、本形態に係る車両タイヤ肩部が部分的に示される。側面部１４と走行
部１２との間の経路領域には、トレッド頂面７０と、当該トレッド頂面７０の間において
タイヤ周方向に形成されたトレッド内奥面７２とが構成されている。車両タイヤのほぼ中
央においてはタイヤ周方向に延在する溝７４が形成されている。さらに走行部１４には車
両タイヤの接地性を高めるための曲線状の切り込み部が形成されている。
【００３８】
　温度センサエレメント３２（図６（ｃ）参照）を配置するには、図６（ａ）で示す矢印
の方向に向かってトレッド頂面７０の両側部を穿設する。本態様では、帯部ないしカーカ
スに至るまでタイヤゴム内部を穿設する。かくしてチャンネルを形成する穿設部に対し、
図６（ｂ）に示す管７６を挿通する。管７６には温度センサエレメント３２が挿入される
。当該温度センサエレメント３２は、管７６を引き抜くに際し、所定の深さ位置ないし両
側からの穿設の連結箇所に設置される。温度センサエレメントは、車両タイヤに確実に配
置するべく、好ましくは、挿通前に加硫手段ないし接着剤で被覆されるよう構成される。
導線は、予め形成された溝に近接および／または埋設することで、例えばリム側に位置す
るよう構成する。
【００３９】
　チャンネルないし穿設部がタイヤ周方向に延在する形態により、温度センサエレメント
およびその導線による車両タイヤの肩部領域の形状変形を最小限に留めることが可能であ
る。
【００４０】
　上述の方法は、研究ないし公道試験に好適に適用可能であり、各種の変更例が構成可能
である。例えば、温度センサエレメントにつき、導電線を用いないトランスポンダで規定
してもよい。管７６の導入および係止についてはフレキシブルな棒状部材を用いることが
可能である。また温度センサエレメント設置のための穿設を、車両タイヤの周方向に対し
表面位置からカーカス近傍の内奥側へと行うことが可能である。
【００４１】



(8) JP 4167021 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

　温度センサの確実な動作のための重要な要素として、導電線によって、タイヤに埋設さ
れた温度センサ、記憶要素ないし他の電気的構造要素を、離間して設けられたアンテナ、
あるいは他の当接部に接続する点が掲げられ、さらに図２，３に示される温度測定装置の
タイヤへの組み込み、あるいは図５に示される付加的なタイヤへの設置が掲げられる。導
電線については、例えば薄くて可撓性のある鋼線が用いられ得る。好ましくは、断面が例
えば０．３平方ミリメートルのステンレス鋼、カーボンアラミド繊維、あるいは他の導電
性樹脂繊維が用いられ得る。カーボンアラミド繊維を用いる場合には、カーボン繊維が導
電性を、アラミド繊維が剛性をそれぞれ付与することになる。導線に対し、温度センサな
いし他の電気的要素を接続する場合、例えば、はんだ等の周知の手法が採用可能である。
【００４２】
【発明の効果】
　本発明によれば、車両タイヤの温度測定、特に車両タイヤのタイヤゴムの温度の直接的
な測定のための技術、特に車両タイヤの消耗を監視するのに有用な駆動管理のための方法
、さらに駆動時の安全管理が可能な車両タイヤが提供されることとなった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る車両タイヤの上半分の断面を示す。
【図２】トランスポンダに連接した温度センサのシステムブロック図である。
【図３】本発明の他の実施の形態に関し、図１と同様に車両タイヤの上半分の断面を示す
。
【図４】車両タイヤ駆動管理の説明のための温度変化曲線を示す。
【図５】第３の実施の形態に係る車両タイヤの上左部断面を、システムブロック図ととも
に示す
【図６】図６（ａ）、図６（ｂ）および図６（ｃ）ともに、温度センサを車両タイヤに配
置する方法を説明するための概略図である。
【符号の説明】
４　カーカス
６　環状部
８　コア
１０　帯部
１１　ゴム層
１２　走行部
１４　側面部
１６　肩部
１８　リム
２０　エアバルブ
２２　温度センサユニット（トランスポンダ）
２４　送受信装置
２６　解析装置
３０　温度センサユニット（温度センサ）
３２　温度センサエレメント
３４　トランスポンダ
３６　導電線
３８　受信アンテナ
４０　マイクロプロセッサー
４２　送信アンテナ
４４　当接部
４６　当接部
５０　当接リング
５２　摺接部
５４　導電線
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５６　キャップ部
５８　中心部
６０　配置領域
６２　入力
６４　出力
６６　出力
６８　タイヤ空気圧操作装置
７０　トレッド頂面
７２　トレッド内奥面
７４　溝
７６　管

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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